
保
育
施
設
の
入
所
受
付
を
開
始
し
ま
す

令和
２年度

令和２年4月入所申込み
受付期間

11月20日㈬
～12月19日㈭
〈土・日曜日を除く〉

「
令
和
2
年
度
入
所
申
込
の
て
び
き
」
を
ご
覧
の
上
、
市
に

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書
」
と
「
保
育
施
設
入
所
申

込
書
」
を
同
時
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
2
年
3
月
上

旬
頃
に
、
選
考
結
果
と
し
て
入
所
（
園
）
の
可
否
を
通
知
し

ま
す
。

令
和
2
年
4
月
か
ら
保
育
所（
園
）や
認
定
こ
ど
も
園（
保
育
部
分
）、地
域
型
保
育
事
業（
小
規
模
保
育
事

業
・
保
育
マ
マ
・
事
業
所
内
保
育
事
業
）の
利
用
を
希
望
す
る
家
庭
は
、期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
児
童

①
保
育
所
（
園
）
・
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
部
分
）

生
後
３
か
月
（
首
が
据
わ
っ
て
い
る
こ
と
）
か
ら
就
学
前

ま
で
で
、
令
和
2
年
４
月
か
ら
新
た
に
入
所
（
園
）
希
望
の

児
童
や
申
込
み
中
で
ま
だ
入
所
（
園
）
し
て
い
な
い
児
童

　
※
対
象
年
齢
は
保
育
施
設
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

②
地
域
型
保
育
事
業
（
小
規
模
保
育
事
業
・
保
育
マ
マ
・

事
業
所
内
保
育
事
業
）

①
の
対
象
児
童
の
う
ち
、
2
歳
ま
で
の
児
童
（
年
度
途
中

で
3
歳
に
な
っ
た
場
合
は
年
度
の
末
日
ま
で
）

《
令
和
２
年
5
月
～
12
月
の
入
所
（
園
）
希
望
者
》

希
望
す
る
月
の
前
月
の
15
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合

は
そ
の
前
の
平
日
）
ま
で
に
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
利

用
調
整
を
行
い
、
保
育
施
設
の
受
け
入
れ
要
件
が
整
っ
た
場

合
、
翌
月
1
日
か
ら
入
所
（
園
）
と
な
り
ま
す
。

《
令
和
3
年
1
月
～
3
月
の
入
所
（
園
）
希
望
者
》

令
和
2
年
12
月
15
日
㈫
ま
で
に
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

施
設
ご
と
に
預
か
り
可
能
な
月
齢
や
時
間
帯
、
保
育
の
方
針
な
ど

が
異
な
り
ま
す
。
申
込
み
に
際
し
て
は
、
希
望
の
保
育
施
設
に
事

前
連
絡
の
上
、
可
能
な
限
り
施
設
見
学
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
　保
育・幼
児
教
育
課
　☎
５
３
７・５
７
９
４

「
保
育
の
必
要
性
」
の
認
定
基
準

家
庭
が
次
の
い
ず
れ
か
の
事
情
に
該
当
し
、
保
護
者
が
児
童

の
保
育
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
、
入
所
（
園
）
の
申
込
み

が
で
き
ま
す
。

①
…
就
労
・
就
学
（
月
に
64
時
間
以
上
）
し
て
い
る

②
…
母
親
が
妊
娠
中
・
出
産
後
間
が
な
い

③
…
病
気
や
け
が
、
ま
た
は
心
身
に
障
が
い
が
あ
る

④
…
同
居
の
親
族
の
看
護
・
介
護
を
し
て
い
る

⑤
…
求
職
活
動
な
ど
を
し
て
い
る

⑥
…
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
被
害
の
恐
れ
が
あ
る

⑦
…
①
～
⑥
に
類
す
る
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
　
な
ど

※�

希
望
す
る
保
育
施
設
の
入
所
（
園
）
状
況
に
応
じ
て
入
所

　（
園
）
の
利
用
調
整
を
行
い
ま
す
。

保
育
料

児
童
の
年
齢
と
保
護
者
の
市
民
税
額
な
ど
に
応
じ
て
決
定

し
ま
す
。
3
歳
か
ら
5
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
児
童
と
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
0
歳
か
ら
2
歳
ま
で
の
児
童
の
保
育
料

が
無
償
と
な
り
ま
す
。

保
育
時
間

保
護
者
の
就
労
状
況
な
ど
に
応
じ
て
利
用
可
能
時
間
が
異

な
り
ま
す
。

※
開
所
時
間
は
保
育
施
設
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

て
び
き
配
布
・
申
請
受
付
場
所

保
育
・
幼
児
教
育
課（
本
庁
舎
１
階
⑫
番
窓
口
）、東
部
・
西
部

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、各
支
所
、各
保
育
施
設

※�

準
備
し
て
い
た
だ
く
書
類
が
あ
り
ま
す
の
で
、早
め
に
て
び
き

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）を
受
け
取
っ
て
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、「
令
和
2
年
度
入
所
申
込
の
て
び
き
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
配
布
は
11
月
15
日
㈮
～
）
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生ごみ以外の
燃やせるごみ
35.6%
（適正物）

生ごみ 39.3%

未使用食材
6.8%

その他 0.8%

正しい分別で
資源となるもの
17.5%

紙
類

　約
１
０
・
５
％

資
源
プ
ラ（
ト
レ
ー
容
器
等
）約
５
・
５
％

人権標語  ■ おもいやり　みんなとはぐくむ　きずなの輪

資
源
物
の
分
別
排
出
に

ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
！

　
家
庭
か
ら
出
る
「
燃
や
せ
る
ご
み
」
の

中
に
は
、
分
別
可
能
な
資
源
物
が
混
入
し

て
い
ま
す
。

　
燃
や
せ
る
ご
み
の
中
に
は
、
特
に
紙
類

と
資
源
プ
ラ
の
混
入
が
多
い
状
況
で
す
。

ご
み
出
し
前
に
正
し
く
分
別
す
る
こ
と

で
、
燃
や
せ
る
ご
み
を
減
量
し
、
資
源
物

を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
適
正
排
出
を
推
進
す
る
た
め
、市
の
清

掃
工
場
で
は
、搬
入
物
検
査（
展
開
検
査
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
搬
入
禁
止
品
で
あ
る「
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」、「
金
属
く
ず
」

な
ど
の「
産
業
廃
棄
物
」が「
一
般
廃
棄
物
」に
混
入
し
な
い
よ
う

に
適
正
な
分
別
と
排
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
法
律
で
、廃
棄
物
は
事
業
者
自
ら
が
適
正
に
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
分
別
区
分
な
ど
詳
し
く
は
、処
理
事
業
者
に
確
認
す
る
か
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
事
業
系
廃
棄
物
の
減
量
・
適
正
処
理
の
手
引

き
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

⃝
�

売
れ
残
っ
た
食
料
品
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
に
包
装

さ
れ
た
ま
ま
大
量
に
混
入
し
て
い
る
。

　
→�

ト
レ
ー
容
器
や
ラ
ッ
プ
類
は
、「
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」

と
し
て
分
別
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、食
品
廃
棄

物
は
、食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く
再
生
利
用
等
を

し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
�

金
属
製
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
製
品
部
品
な
ど
、明
ら
か

な
産
業
廃
棄
物
が
混
入
し
て
い
る
。

　
→�

少
量
し
か
発
生
し
な
い
製
品
部
品
も
適
正
に
分
別
し
、

分
類
ご
と
に
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
�

弁
当
殻
な
ど
の
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が
可
燃
物
に
混
入

し
て
い
る
。

　
→�

家
庭
ご
み
の
分
別
方
法
と
は
違
い
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
や
汚
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装（
資
源
プ
ラ
）

も
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
と
な
り
ま
す
。

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

市
の
清
掃
工
場
に
産
業
廃
棄
物
の

持
ち
込
み
は
で
き
ま
せ
ん

紙類と資源プラの分別のポイント！

そば
ゼリー

スーパー○○

お菓子
ラーメン

「その他紙類」として
「古紙・布類」の日に出してください

「古紙・布類」の日に出すことのできる紙類は、「新聞紙」
「本・雑誌類」「段ボール」「紙パック」だけではありません。

紙
以
外
は
取
り
除
く

ビニールナイロンは
燃やせるごみ

「資源プラ」として出してください

のマークが目印 値札マークは
貼ったままでOK

包装紙・紙袋類
印刷物・筆記用紙等

カップ麺などのカップ
容器

菓子袋やレジ袋
などの袋

トレー容器

紙箱・台紙類

〈
混
入
例
〉

平成30年度家庭ごみ組成調査結果
（燃やせるごみ）
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